
吉
備
庁
舎
総
務
政
策
部
総
務
課
、
清
水

行
政
局
総
務
政
策
室
で
配
布
し
ま
す
。
ま

た
、
有
田
川
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
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■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
総
務
課

町
税
等
が
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
ら
れ
ま
す

平
成
26
年
4
月
か
ら
有
田
川
町
の
町
税

等
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
め

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

町
内
は
も
と
よ
り
日
本
全
国
、
休
日
・
夜

間
を
問
わ
ず
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
。
利
用
で
き

る
店
舗
は
次
の
と
お
り
で
す
。

ロ
ー
ソ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
・
セ

ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
・
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー

ス
ト
ア
ー
・
サ
ー
ク
ル
K
・
サ
ン
ク
ス
・

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
・
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
・

ニ
ュ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス
ト
ア
・
ヤ

マ
ザ
キ
ス
ペ
シ
ャ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ

プ
・
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
・
ス
パ
ー
（
北
海

道
）・
ハ
セ
ガ
ワ
ス
ト
ア
・
タ
イ
エ
ー
・

ポ
プ
ラ
・
く
ら
し
ハ
ウ
ス
・
ス
リ
ー
エ
イ

ト
・
生
活
彩
家
・
ス
リ
ー
エ
フ
・
セ
ー

ブ
オ
ン
・
コ
コ
ス
ト
ア
・
エ
ブ
リ
ワ
ン
・

M
M
K
設
置
店
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ト
ア

※
名
称
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年
1
月

現
在
の
も
の
で
す
。

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
町
税
等
は
次
の

と
お
り
で
す
。

●
町
県
民
税
（
普
通
徴
収
）
●
固
定
資
産

税
●
軽
自
動
車
税
●
国
民
健
康
保
険
税
●

介
護
保
険
料
●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

●
保
育
料
●
町
営
住
宅
使
用
料
（
駐
車
場

使
用
料
）
●
水
道
料
（
公
共
下
水
道
料
金

含
む
）

次
の
よ
う
な
納
付
書
は
コ
ン
ビ
ニ
で
は

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
な
い
納

付
書
●
納
付
書
1
枚
あ
た
り
の
金
額
が

30
万
円
を
超
え
る
納
付
書
●
取
扱
期
限

（
納
期
限
日
）
を
過
ぎ
た
納
付
書
●
破
損
、

汚
損
な
ど
に
よ
り
バ
ー
コ
ー
ド
が
読
み
取

れ
な
い
納
付
書
●
金
額
を
訂
正
し
た
納
付

書
●
前
納
報
奨
金
が
明
記
し
て
あ
る
納
付

書
（
コ
ン
ビ
ニ
で
は
前
納
報
奨
金
は
取
扱

い
で
き
ま
せ
ん
。
前
納
を
希
望
の
方
は
取

扱
可
能
な
金
融
機
関
も
し
く
は
役
場
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
以
上
の
よ
う
な
納
付
書
は
、
お
手
数
で

す
が
取
扱
可
能
な
金
融
機
関
も
し
く
は

役
場
で
納
め
て
下
さ
い
。（
な
お
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
郵
便
局
に
お
い
て

は
、
近
畿
2
府
4
県
で
の
納
期
内
納
付

の
み
取
扱
で
き
ま
す
。）
納
税
（
納
付
）

証
明
書
が
す
ぐ
に
必
要
な
方
は
、
支
払

わ
れ
た
税
（
料
）
金
が
有
田
川
町
へ
入

金
さ
れ
る
ま
で
日
数
を
要
し
ま
す
の

で
、
必
ず
「
領
収
証
書
」
を
持
参
し
、

ご
提
示
下
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
／
各
税
・
料
の
担
当
課

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の
お

知
ら
せ

平
成
26
年
4
月
か
ら
、
消
費
税
率
が
8

パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
臨
時
的
な
給
付
措
置
と
し
て
「
臨

時
福
祉
給
付
金
」
及
び
「
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
」
の
支
給
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

※
こ
れ
ら
給
付
金
の
申
請
及
び
給
付
の
時

期
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
中
で
す
。

今
後
、
具
体
的
な
給
付
の
方
法
等
が
決

ま
り
次
第
、
広
報
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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